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　平成２０年４月から始まる新しい制度で、７５歳以上の方（一定の障がいのある場合は６５歳以上の
方）が加入します。

�これまでの老人保健と同じように病院にかかれますし、その他の給付も老人保健と同様です。
　また、現行の老人保健と同じように、かかった医療費の１割を負担します。なお、現役並みの所
　得がある方の負担は３割です。
　※負担割合は、現行の制度と同じです。

�被保険者一人ひとりが支払うこととなり、原則として年金から天引きされます（所得の低い方
は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます）。

　また、社会保険などの被用者保険の被扶養者だった方も、新たに保険料を負担することになりま
すが、制度開始から２年間は、保険料が軽減される経過措置があります。

問合先　市高齢・介護室医療給付係
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７５歳（一定の障がいがあ
る方は６５歳）以上の方
�保険料を納めます

道内にある１８０すべての
市町村が加入する、北海
道後期高齢者医療広域連
合が制度を運営します
�保険証の発行
�保険料の賦課
�医療を受けたときの
給付

窓口業務を行います
�保険料の徴収
�申請や届け出の受け
付け

�保険証の引渡し
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�これまでの老人保健制度の対象者と同じです。
��７５歳以上の方
��６５歳以上７５歳未満で、一定程度の障がいの状態にある方
　※これまで国民健康保険の被保険者の方、健康保険組合や船員保険、共済組合などの被扶養者の

方も、この制度の被保険者になります。
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